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愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号）第５条第２項の規定に基づき、次の図書類等を青少年の健全な育成を

阻害するおそれのある図書類等として指定する。
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種 別 番 号 名 称 号別又は発行
年月日 発 行 者 諮 問 の 理 由

雑誌 １５―１０３ Ｓｅｆｕｒｅ！７ ２月増刊号 � 一 水 社 著しく性的感情を刺激し、又は

著しく粗暴性残虐性を有し、青

少年の健全な育成を阻害するお

それがある。

〃 １５―１０４ 放課後乙女クラブ Ｖｏｌ．０１ ３ 月 号 � 英 和 出 版 社

〃 １５―１０５ 酒瑠夢 ３ 月 号 酒 瑠 夢

〃 １５―１０６ ＢＡＣＨＥＬＯＲ ３ 月 号 � ダ イ ア プ レ ス

〃 １５―１０７ ビデオインディーズ徹底攻略 ３ 月 号 � 司 書 房

〃 １５―１０８ 千人斬り ＶＯＬ．２３ ２ 月 号 � 東 京 三 世 社

〃 １５―１０９ 投稿☆ハイティーン Ｖｏｌ．１ ２月号増刊 � 東 京 三 世 社

〃 １５―１１０ 熟女と新妻 ３ 月 号 � 吐 夢 書 房

〃 １５―１１１ ぷちぷる Ｖｏｌ．１ ３ 月 号 マ イ ウ ェ イ 出 版 �

〃 １５―１１２ プリギャル Ｖｏｕｌｕｍｅ．３ ２月号増刊 マ イ ウ ェ イ 出 版 �

〃 １５―１１３ ロリぞり ＶＯＬ．１ マ イ ウ ェ イ 出 版 �

〃 １５―１１４ ＣＯＭＩＣ ＬＯ Ｖｏｌ．０４ ３月号増刊 � 茜 新 社

〃 １５―１１５ 熟女ものがたり Ｖｏｌ．７ ２月号増刊 � 茜 新 社

〃 １５―１１６ コミック メガストア ３ 月 号 � コ ア マ ガ ジ ン
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�愛媛県告示第２４６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び新

居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

日本キャタリストサイクル株式会社

新居浜市磯浦町１６番９号

代表取締役社長 杉本誠人

２ 工場・事業場の名称及び所在地

日本キャタリストサイクル株式会社新居浜事業所

新居浜市磯浦町１６番９号

３ 特定施設に関する事項

� 脱Ｖろ過施設

� �２Ｖ遠心分離機

〃 １５―１１７ Ｃｏｍｉｃ 人妻熟女ざかり Ｖｏｌ．８７ ３ 月 号 � 桃 園 書 房

ビデオ
テープ １５―１１８ あな天国 沢山涼子 ＡＮＡ－００２ ＡＮＡ－ＴＥＮ．ＳＷ

〃 １５―１１９ ｇｉｒｌ ｆｒｉｅｎｄ 山中唯 ＧＦ－０２ チ ャ ン ネ ル ・ ヴ ィ

〃 １５―１２０ 酒池肉林２ オンナ一本釣り ＭＲＰ－２５ Ｍｒ．プレジデント

〃 １５―１２１ 白桃制服論 いやらしすぎる制服美少女・・・松
野渚 ＨＴＲ－００２ 未 来 校 舎

〃 １５―１２２ Ｆｅｉｒｙ 幼性 第二章 少女生撮り調教 ｆｅ－０２ 調 教 委 員 会

〃 １５―１２３ 若妻痴ざかり 淫らに腰振る変態妻 ＷＴＺ－００１ 欄 舞

ＤＶＤ １５―１２４ コスプレ 野原りん １１ＩＤ－０５４ �トータル・メディア・
エ ー ジ ェ ン シ ー

〃 １５―１２５ まぼろし 高樹マリア ＸＶ－１５４ � マ ッ ク ス ・ エ ー

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第２７号 イろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１６０立方メートル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工から３週間後

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８．５～９．５

最大 ８．５～９．５

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１，０００

最大 １５，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３，０００

最大 ２９，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６６

最大 ９０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ロ遠心分離機

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１２０立方メートル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工から３週間後

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～５

最大 ３～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２，６００

最大 ３，６００
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� 浸出廃ガス処理スクラバー

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� Ｔ－１ ガス処理排水処理施設

� Ｔ－２ Ｍｏ排水処理施設

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５，３００

最大 ７，２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７

最大 ２４

設 置 年 月 日 平成１０年２月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理＋化学処理

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ヌ廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，８００ノルマル立方メー
トル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工から３週間後

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７～１２

最大 ７～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ６５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．１

最大 ０．２

処 理 施 設 の 型 式 吸着塔式

処 理 施 設 の 構 造 ポリエチレン製円筒密閉型

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

活性炭塔：
直径１．１０６メートル
高さ１．１６メートル×２基
キレート樹脂塔：
直径 １メートル
高さ０．７１メートル×２基

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性炭吸着＋キレート吸着

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～９

最大 ５～１０

通常 ５～９

最大 ５～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，６００

通常 ８００

最大 １，２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ５０

通常 ２０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２７

最大 ３７

通常 ２７

最大 ３７

設 置 年 月 日 平成１０年２月１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 吸着方式

処 理 施 設 の 構 造 ポリエチレン製円筒密閉型

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
キレート樹脂：
直径１．４メートル
高さ２．６メートル×４基

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３２０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 キレート吸着

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間
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� Ｔ－３ アンモニア排水処理施設

� Ｔ－４ 総合排水処理施設

� Ｔ－５ 廃ガス洗浄液処理施設

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ０～２

最大 ０～２

通常 ０～２

最大 ０～２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６，４００

最大 ８，３００

通常 ６，４００

最大 ８，３００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ５０

通常 １０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３，０００

最大 １６，０００

通常 １３，０００

最大 １６，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９４

最大 １２８

通常 ９６

最大 １３０

設 置 年 月 日 平成１０年２月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 蒸留方式

処 理 施 設 の 構 造 チタン製他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 脱気塔：直径０．８メートル
高さ９．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１７５立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ調整＋蒸留

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～３

最大 １～３

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５，４００

最大 ７，１００

通常 ２０

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ９０

通常 ２０

最大 ９０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１，０００

最大 １３，０００

通常 ４０

最大 ９０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９６

最大 １３０

通常 １５２

最大 ２０４

設 置 年 月 日 平成１０年２月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 凝集沈殿方式

処 理 施 設 の 構 造 ポリエチレン製及び鉄筋コンクリート
製他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

凝集槽：縦１．８メートル
横４．５メートル
高さ２．５メートル

沈降槽：直径８．５メートル
高さ２．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり７２０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和＋凝集沈殿

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～１３

最大 １～１３

通常 ６～８

最大 ５～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５７

最大 １３４

通常 ２０

最大 ２４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３５

最大 １４０

通常 ３５

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３

最大 ３０

通常 １３

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４７０

最大 ６３８

通常 ４９８

最大 ６８０

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

愛 媛 県 報平成１６年２月１０日 第１５３１号
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５ 事業場から出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最

大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�������
�愛媛県告示第２４７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び新居浜市役所において告示の

日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

日本キャタリストサイクル株式会社

新居浜市磯浦町１６番９号

代表取締役社長 杉本誠人

２ 工場・事業場の名称及び所在地

日本キャタリストサイクル株式会社新居浜事業所

新居浜市磯浦町１６番９号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第２７号イ、ロ、ヌ及び第７１の４号イ

ダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成１１年政令第

４３３号）別表第２第１３号イ及びロ

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法並びに排水系統の変更

５ 汚水等の処理施設に関する事項

� 既設分

Ｔ－２ Ｍｏ排水処理施設

Ｔ－３ アンモニア排水処理施設

工事の完成予定年月日 着工から３週間後

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 充填塔式

処 理 施 設 の 構 造 ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径０．７メートル
高さ４．２メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５５立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 二酸化硫黄ばっ気

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～９

最大 ５～１０

通常 １～３

最大 １～３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，２００

通常 ５００

最大 ８００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ５０

通常 １０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２７

最大 ３７

通常 ４０

最大 ５５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６～８

最大 ５～９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５

最大 １８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６

最大 ３５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９

最大 ２１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７０２

最大 ９８５

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
２０
最大
１００

通常
２０
最大
１００

通常
６，４００
最大
８，３００

通常
６，４００
最大
８，３００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２０
最大
１００

通常
２０
最大
１００

通常
１０
最大
５０

通常
１０
最大
５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４０
最大
９０

通常
４０
最大
９０

通常
１３，０００
最大
１６，０００

通常
１３，０００
最大
１６，０００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１５４
最大
２１０

通常
１６１
最大
２１９

通常
９４
最大
１２８

通常
９６
最大
１３０

愛 媛 県 報平成１６年２月１０日 第１５３１号
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Ｔ－４ 総合排水処理施設

� 新設分

Ｔ－５ 排ガス洗浄液処理施設

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

変更無し

�������
�愛媛県告示第２４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、西条市飯岡土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第２４９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、西条市古川乙土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
５，３００
最大
７，０００

通常
２０
最大
１００

通常
５，４００
最大
７，１００

通常
２０
最大
１００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２０
最大
１００

通常
２０
最大
１００

通常
２０
最大
９０

通常
２０
最大
９０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１３１
最大
１７８

通常
１５４
最大
２１０

通常
９６
最大
１３０

通常
１５２
最大
２０４

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
６１
最大
１３６

通常
２０
最大
２４

通常
５７
最大
１３４

通常
２０
最大
２４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
３５
最大
１４６

通常
３５
最大
５０

通常
３５
最大
１４０

通常
３５
最大
５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１３
最大
５０

通常
１３
最大
３０

通常
１３
最大
３０

通常
１３
最大
３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
４６６
最大
６３５

通常
４９８
最大
６８０

通常
４７０
最大
６３８

通常
４９８
最大
６８０

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工から３週間後

使用開始の予定年月日 完成後直ちに

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 充填塔式

処 理 施 設 の 構 造 ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径０．７メートル
高さ４．２メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５５立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 二酸化硫黄ばっ気

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～９

最大 ５～１０

通常 １～３

最大 １～３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，２００

通常 ５００

最大 ８００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ５０

通常 １０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２７

最大 ３７

通常 ４０

最大 ５５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秦 保 志 西条市飯岡１１０２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 田 徹 西条市飯岡３１０番地の２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 青 木 徹 西条市古川甲２７番地３

〃 明 比 勲 西条市中野甲９２４番地

愛 媛 県 報平成１６年２月１０日 第１５３１号
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退 任

�������
�愛媛県告示第２５０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、岩城村から協議のあった村営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・長江地区）の施行に平成１６

年１月２９日同意した。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２５１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、上浦町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・茨生ヶ内地区）の

施行に平成１６年１月２９日同意した。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２５２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、津島町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・岩渕地区）の施行

に平成１６年１月２９日同意した。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２５３号
城川町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・池野々地区）の施行は、適当

と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・池野々地区）計画書の写し

� 城川町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月１２日から３月１０日まで

３ 縦覧場所

城川町役場

�������
�愛媛県告示第２５４号
津島町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・芳原地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・芳原地区）計画書の写し

� 津島町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収徴収に

関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月１２日から３月１０日まで

３ 縦覧場所

津島町役場

�������
�愛媛県告示第２５５号
津島町営県単独土地改良事業鴨田地区の換地計画認可申請

は、適当と決定したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第９６条の４及び第５２条の２第４項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成１６年２月１２日から３月２日まで

３ 縦覧場所

〃 石 川 孝 西条市古川乙５３番地５

〃 伊 東 要 西条市古川乙１６１番地

〃 白 石 充 西条市禎瑞９２９番地

〃 図 子 義 樹 西条市禎瑞２９３番地

〃 高 橋 静 雄 西条市禎瑞６１７番地

〃 広 瀬 司 西条市古川乙４３番地２

〃 真 木 秀 明 西条市古川乙２５１番地

〃 三 崎 淳 市 西条市禎瑞７１２番地

〃 宮 武 益 男 西条市禎瑞６７０番地

〃 山 地 伸 一 西条市古川甲１５９番地１

監 事 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 田 中 国 貞 西条市禎瑞９３９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 青 木 徹 西条市古川甲２７番地３

〃 明 比 勲 西条市中野甲９２４番地

〃 石 川 孝 西条市古川乙５３番地５

〃 伊 東 要 西条市古川乙１６１番地

〃 加 藤 友太郎 西条市禎瑞６５３番地

〃 高 橋 静 雄 西条市禎瑞６１７番地

〃 長 井 勝 世 西条市禎瑞６２９番地

〃 広 瀬 司 西条市古川乙４３番地２

〃 真 木 秀 明 西条市古川乙２５１番地

〃 三 崎 数 広 西条市禎瑞１１６３番地２

〃 宮 武 益 男 西条市禎瑞６７０番地

〃 山 地 伸 一 西条市古川甲１５９番地１

監 事 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 瀬 尾 宗 孝 西条市禎瑞６４１番地
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津島町役場

�������
�愛媛県告示第２５６号
津島町営基盤整備促進事業上槇上地区の換地計画認可申請

は、適当と決定したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第９６条の４及び第５２条の２第４項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成１６年２月１２日から３月２日まで

３ 縦覧場所

津島町役場

�������
�愛媛県告示第２５８号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたか

ら、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準

用する同法第３０条の規定により告示する。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北宇和郡津島町大字御内字加塚山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北宇和郡津島町大字槇川字笹郷山・字押谷山・字大枌

山（以上３字国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字笹郷山・字大枌山（以上２字国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡一本松町大字正木字篠山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

４� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

宇和島市大字野川字滑床山（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

�愛媛県告示第２５７号
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第１８条及び第３２条の規定により、家畜人工授精師の免許証を次のとおり交付した

。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

免 許
番 号

免 許
年 月 日

家 畜
の

種 類
免 許
資 格 本 籍 地 現 住 所 氏 名

生 年 月 日

第１７７４号 平成１６年２月１０日 牛
家畜人工授精
及び家畜体内
受精卵移植の
業務

愛 媛 県 北宇和郡三間町大字大藤７５５番地 曽 我 栄 作
昭和４９年６月１４日

愛 媛 県 報平成１６年２月１０日 第１５３１号
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� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

５� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北宇和郡津島町大字山財字小屋ケ谷山・字黍尻山・字

躑躅尾山・字八ツ面山・字本谷山（以上５字国有林。次

の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

６� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北宇和郡広見町大字奈良字奈良奥山（国有林。次の図

に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字奈良奥山（国有林。次の図に示す部分に限る。

）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

７� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

宇和島市大字野川字滑床山（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字滑床山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

８� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北宇和郡津島町大字山財字大久保山・字八ツ面山（以

上２字国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字大久保山・字八ツ面山（以上２字国有林。次の

図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

９� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北宇和郡津島町大字山財字前山・字山伏郷山・字美淋

谷山・字苦風山・字咽ケ谷山・字女ケ谷山・字小郷辷峠

山（以上７字国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字前山・字山伏郷山・字美淋谷山・字苦風山・字

咽ケ谷山・字女ケ谷山・字小郷辷峠山（以上７字国

有林。次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１０� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡一本松町大字正木字替地山（国有林。次の図

に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

愛 媛 県 報平成１６年２月１０日 第１５３１号
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南宇和郡城辺町大字僧都字鹿鳴山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡一本松町大字正木字篠山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１３� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

宇和島市大字大浦字唯波山（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

� 保安林として指定された目的

潮害の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１４� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北宇和郡広見町大字奈良字奈良奥山（国有林。次の図

に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

干害の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字奈良奥山（国有林。次の図に示す部分に限る。

）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１５� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

宇和島市大字大浦字唯波山（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

� 保安林として指定された目的

魚つき

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１６� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

宇和島市大字野川字滑床山（国有林。次の図に示す部

分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１７� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北宇和郡松野町大字目黒字目黒山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１８� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北宇和郡津島町大字槇川字笹郷山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

愛 媛 県 報平成１６年２月１０日 第１５３１号
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ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１９� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

南宇和郡一本松町大字正木字篠山（国有林。次の図に

示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁並びに宇和島市役所及び関係町役場に

備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５９号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づ

き事業の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

重信町

２ 事業の種類

重信町いわがらこども館建設事業

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県温泉郡重信町大字横河原地内

� 使用の部分

なし

４ 事業の認定をした理由

平成１６年１月５日に、重信町から申請のあった本件事業

に関する事業認定の理由は、以下のとおりである。

� 土地収用法第２０条第１号の要件への適合性について

本件事業は、土地収用法第３条第２３号に掲げる「社会

福祉法（昭和２６年法律第４５号）による社会福祉事業の用

に供する施設」に該当する。

このため、本件事業は、土地収用法第２０条第１号の要

件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第２号の要件への適合性について

児童福祉法第３５条第３項において、市町村は、厚生労

働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省

令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施

設を設置することができると規定されていることから、

本件事業の起業者である重信町は、本件事業を施行する

権能を有する主体であると認められる。

また、起業者は、本件事業の実施年度に必要となる工

事費、用地費等の予算を計上及び計上予定しており、本

件事業が施行されることは確実と認められる。

このため、本件事業は、土地収用法第２０条第２号の要

件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第３号の要件への適合性について

本件事業は、重信町エンゼルプランに基づき、児童厚

生施設を新築するものである。

ア 本件事業は、児童に健全で安全な遊び場を与え、人

々とふれあうことによって情操を豊かにするとともに

、家庭や地域とのきずなを一層深め、併せて放課後児

童健全育成事業の一環である学童保育を行う場所を整

備するものであり、児童の健全育成等に寄与すること

が見込まれ、本件事業の施行により得られる利益は、

相当程度存在すると認められる。

イ 一方、本件事業の施行により失われる利益として周

辺環境への影響が考えられるが、本件事業が環境影響

評価法（平成９年法律第８１号）等による環境影響評価

の対象事業となっていないことから周辺環境への影響

は極めて小さいものと考えられる。

よって、本件事業の施行により失われる利益は軽微

であると認められる。

ウ 本件事業に係る起業地の選定に当たっては、自然的

条件、社会的条件、経済的条件及び工事施行等の技術

的条件による３案の候補地の比較検討を行い、総合的

に最も優れた案を採用しているものと認められる。

また、本件事業に係る起業地の範囲は、必要最小限

に限定されているものと認められる。

エ アで述べた得られる利益とイで述べた失われる利益

を比較衡量した結果、本件事業の施行により得られる

利益が失われる利益に優越すると認められるとともに

、ウで述べたように、本件事業の起業地は他の候補地

と比較して最も適切であり、起業地の範囲も必要最小

限に限定されていると認められる。

以上により、本件事業は、土地収用法第２０条第３号の

要件を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第４号の要件への適合性について

本件事業は、児童の健全な育成を図る拠点として、重

信町エンゼルプランに基づき整備するもので、土地を収

用する公益上の必要があると認められるため、土地収用

法第２０条第４号の要件を充足すると判断される。

� 結論

�から�までにおいて述べたように、本件事業は土地
収用法第２０条各号の要件を充足するものと判断される。

５ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

重信町役場

�������
�愛媛県告示第２６０号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁
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、八幡浜地方局大洲土木事務所及び長浜町役場において告示

の日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年２月１０日

長浜港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

喜多郡長浜町大字長浜字小波町甲１０３０番１４５、同甲

１０３０番１４４及び同町大字黒田６１７番８９の地先公有水面

イ 区域

次の各地点のうち�の地点から�の地点までを結ん
だ線、�の地点と�の地点を結ぶ昭和５２年１月３１日付
け愛媛県指令４５港第４６１号で竣功認可された埋立地と

公有水面の境界線、�の地点と�の地点を結ぶ昭和３９
年４月１０日付け愛媛知指令３８港第８６７号で認可された

埋立地と公有水面との境界線並びに�の地点と�の地
点を結ぶ昭和５６年１月２０日付け愛媛県指令５２港第５２２

号で竣功認可された埋立地と公有水面との境界線によ

り囲まれた区域

基点（喜多郡長浜町大字長浜字小波町甲１０３０番１４６

の長浜港東岸壁に設置された金属鋲）は、北緯３３度３７

分００秒、東経１３２度２９分１０秒の地点

�の地点は、基点から真北８３度３０分１８秒６７．２４メー
トルの地点

�の地点は、�の地点から真北７４度２３分４３秒１４３．１７
メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北１６４度４５分２５秒９．５５
メートルの地点

�の地点は、�の地点から真北２５４度２３分４４秒１４３．
０１メートルの地点

ウ 面積

１，３６５．９４平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

喜多郡長浜町大字長浜字小波町甲１０３０番１４６から同

町大字黒田６１７番８９までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＩ点までを順次直線で結んだ線及びＩ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（喜多郡長浜町大字長浜字小波町甲１０３０番１４６

の長浜港東岸壁に設置された金属鋲）は、北緯３３度３７

分００秒、東経１３２度２９分１０秒の地点

Ａの地点は、基点から真北１２７度５６分１０秒２７．９１メ

ートルの地点

Ｂの地点は、Ａの地点から真北３４４度２３分１４秒１０５．

７７メートルの地点

Ｃの地点は、Ｂの地点から真北５５度３７分１４秒２５９．２７

メートルの地点

Ｄの地点は、Ｃの地点から真北１６４度２３分１４秒２３６．

０７メートルの地点

Ｅの地点は、Ｄの地点から真北２５４度１８分２４秒４５．

７８メートルの地点

Ｆの地点は、Ｅの地点から真北２５９度３５分４３秒２９．

８８メートルの地点

Ｇの地点は、Ｆの地点から真北２５５度５３分２９秒２１．

２９メートルの地点

Ｈの地点は、Ｇの地点から真北２６３度３２分１６秒３２．

１３メートルの地点

Ｉの地点は、Ｈの地点から真北２７１度３５分１０秒４４．

３０メートルの地点

ウ 面積

４４，２５３．５４平方メートル

３ 埋立地の用途

ふ頭用地

４ 出願年月日

平成１６年１月３０日

�������
�愛媛県告示第２６１号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、宇和島地方局御荘土木事務所及び内海村役場において告示

の日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

内海村

南宇和郡内海村柏４９７番地

代表者 村長 加幡 仁一

南宇和郡内海村平碆３５６番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

南宇和郡内海村魚神山５４３番３から同２４１番５に至

る地先公有水面

イ 区域

次の１点から９点までを順次直線で結んだ線並びに

９点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．１０メートル）における公有水面と陸地との境界

線により囲まれた区域

基点（南宇和郡内海村魚神山５４３番３地先の２号防

波堤に設置された金属鋲）は、北緯３３度０３分１５秒、東

経１３２度２４分２９秒の地点

１点は、基点から真北２５４度４５分３７秒５４．２６メート

ルの地点

２点は、１点から真北９８度０４分０５秒１７．６６メートル

の地点
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３点は、２点から真北２１１度５０分１５秒１０．２８メート

ルの地点

４点は、３点から真北３０１度５０分１５秒０．６０メートル

の地点

５点は、４点から真北２１１度５０分１５秒１．００メートル

の地点

６点は、５点から真北３０１度５０分１５秒４．００メートル

の地点

７点は、６点から真北２１１度５０分１５秒１１５．９０メート

ルの地点

８点は、７点から真北１２１度５０分１５秒４．００メートル

の地点

９点は、８点から真北２１１度５０分１５秒２．６３メートル

の地点

ウ 面積

２，７４５．０７平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡内海村魚神山５４３番３から同２４１番３まで

の地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＩ点までを順次直線で結んだ線及びＩ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡内海村魚神山５４３番３地先の２号防

波堤に設置された金属鋲）は、北緯３３度０３分１５秒、東

経１３２度２４分２９秒の地点

Ａ点は、基点から真北１４４度４７分５１秒２０．２２メート

ルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北２１１度５０分１５秒１７９．５３メート

ルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北３０１度５０分１５秒１８．００メート

ルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北３３９度５８分５７秒１９．００メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北３０１度５１分１７秒２６．８５メート

ルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北１３度３７分１１秒２３．６０メートル

の地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２３度１６分５３秒３９．００メートル

の地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北２８度１０分３８秒３７．８０メートル

の地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北３５度４３分１１秒３４．２０メートル

の地点

ウ 面積

１１，０３３．３９平方メートル

３ 埋立地の用途

漁村再開発施設用地 約２，７３０平方メートル

水路用地 約 １０平方メートル

４ 出願年月日

平成１６年１月２６日

�愛媛県告示第２６２号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、宇和島地方局御荘土木事務所及び内海村役場において告示

の日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

内海村

南宇和郡内海村柏４９７番地

代表者 村長 加幡 仁一

南宇和郡内海村平碆３５６番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

南宇和郡内海村網代３５０番２から同２４８番２に至る

地先公有水面

イ 区域

次の１点から１０点までを順次直線で結んだ線並びに

１０点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．１０メートル）における公有水面と陸地との境界

線により囲まれた区域

基点（南宇和郡内海村網代３５０番２地内の本谷物揚

場に設置された金属鋲）は、北緯３３度０２分１２秒、東経

１３２度２４分１８秒の地点

１点は、基点から真北２１３度０７分１７秒２．６１メートル

の地点

２点は、１点から真北１９９度２３分５９秒２．０３メートル

の地点

３点は、２点から真北２８９度２３分５９秒３．８６メートル

の地点

４点は、３点から真北１９９度２３分５９秒４４．９７メート

ルの地点

５点は、４点から真北１０９度２３分５９秒３．８６メートル

の地点

６点は、５点から真北１７２度０７分０４秒０．５０メートル

の地点

７点は、６点から真北２６２度０７分０４秒３．８６メートル

の地点

８点は、７点から真北１７２度０７分０４秒６５．４９メート

ルの地点

９点は、８点から真北８２度０７分０４秒３．８６メートルの

地点

１０点は、９点から真北１７２度０７分０４秒３．５３メートル

の地点

ウ 面積

２，１５７．４３平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡内海村網代３５０番２から同２４８番２までの
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地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＭ点までを順次直線で結んだ線及びＭ

点とＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡内海村網代３５０番２地内の本谷物揚

場に設置された金属鋲）は、北緯３３度０２分１２秒、東経

１３２度２４分１８秒の地点

Ａ点は、基点から真北３５１度２８分２２秒７．４３メートル

の地点

Ｂ点は、Ａ点から真北４１度１２分０５秒２２．５０メートル

の地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北１０９度２３分０５秒３４．５０メート

ルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北１９９度２３分５９秒６７．２９メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１７２度０７分０３秒８８．３０メート

ルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２６２度０７分０３秒４６．５０メート

ルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北３５２度０７分０３秒１９．００メート

ルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北２６２度０７分０３秒１５．４０メート

ルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北３３３度５９分３１秒２７．９１メート

ルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北３４５度１７分４１秒２６．０３メート

ルの地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北３度５８分５０秒４８．５０メートル

の地点

Ｌ点は、Ｋ点から真北１７度５９分５５秒３０．００メートル

の地点

Ｍ点は、Ｌ点から真北３５度４３分１９秒１９．００メートル

の地点

ウ 面積

１０，９３６．２３平方メートル

３ 埋立地の用途

漁村再開発施設用地 約２，１４０平方メートル

水路用地 約 ２０平方メートル

４ 出願年月日

平成１６年１月２６日

�������
�愛媛県告示第２６３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、松山市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

松山市

松山市二番町四丁目７番地２

代表者 市長 中村時広

松山市岩崎町一丁目７番地７

２ 埋立区域

� 位置

松山市由良町乙２１０番１地先から同町乙２２７番地先ま

での公有水面

� 区域

次の１点から１６点までを順次直線で結んだ線並びに１６

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ＋３．

５６メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれ

た区域

基点（松山市由良町鷲ヶ巣漁港５号護岸基部中心に設

置された表示ピン）は、北緯３３度５４分０５．８８８０秒、東経

１３２度３９分３０．９１３７秒の地点

１点は、基点から真北３５度３７分４１秒１９７．６８メートルの

地点

２点は、１点から真北１４７度３８分０６秒３０．２０メートル

の地点

３点は、２点から真北２３８度１４分４７秒８．０４メートルの

地点

４点は、３点から真北３２４度５４分５６秒１．０１メートルの

地点

５点は、４点から真北２３８度１０分２５秒３．３９メートルの

地点

６点は、５点から真北１５０度００分５９秒１．０１メートルの

地点

７点は、６点から真北２３８度２２分３３秒１３．９９メートル

の地点

８点は、７点から真北３２７度２８分４８秒０．９９メートルの

地点

９点は、８点から真北２３８度０５分１８秒３．４３メートルの

地点

１０点は、９点から真北１４９度２４分４２秒０．９９メートルの

地点

１１点は、１０点から真北２３８度２１秒２０秒１４．６２メートル

の地点

１２点は、１１点から真北３２６度４９分２４秒０．９９メートルの

地点

１３点は、１２点から真北２３８度２２分４５秒３．４０メートルの

地点

１４点は、１３点から真北１５０度２２分５９秒１．００メートルの

地点

１５点は、１４点から真北２３８度１６分４４秒１２．６０メートル

の地点

１６点は、１５点から真北３２７度５７分３５秒２０．００メートル

の地点

� 面積

１，４７１．５０平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成元年１１月２０日 愛媛県指令河第６７３号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年２月１０日

愛 媛 県 報平成１６年２月１０日 第１５３１号
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�愛媛県告示第２６４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、松山市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

松山市

松山市二番町四丁目７番地２

代表者 市長 中村時広

松山市岩崎町一丁目７番地７

２ 埋立区域

� 位置

松山市泊町９１番２地先から同町８９番地先までの公有水

面

� 区域

次の１点から６点までを順次直線で結んだ線並びに６

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ＋３．

５６メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれ

た区域

基点（松山市泊町御手洗漁港防波堤基部に設置された

金属鋲）は、北緯３３度５２分２０．８９９９秒、東経１３２度４０分

１４．９１１５秒の地点

１点は、基点から真北２８０度２９分１２秒２７．８７メートル

の地点

２点は、１点から真北６４度４２分２７秒２０．６０メートルの

地点

３点は、２点から真北３３４度５８分４５秒４．２８メートルの

地点

４点は、３点から真北６４度５３分３５秒１５．０１メートルの

地点

５点は、４点から真北１５４度５５分３０秒１８．９０メートル

の地点

６点は、５点から真北２４６度２２分４５秒１３．２０メートル

の地点

� 面積

５７８．５２平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成４年１月３１日 愛媛県指令３河第１０７９号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年２月１０日

�������
�愛媛県告示第２６５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、松山市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

松山市

松山市二番町四丁目７番地２

代表者 市長 中村時広

松山市岩崎町一丁目７番地７

２ 埋立区域

� 位置

松山市門田町７６２番１地先公有水面

� 区域

次の１点から８点までを順次直線で結んだ線並びに８

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ＋３．

５６メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれ

た区域

基点（三等三角点犬吠峠）は、北緯３３度５５分０６．１８６７

秒、東経１３２度４１分２４．３７２３秒の地点

１点は、基点から真北５０度１６分０５秒９２８．５１メートルの

地点

２点は、１点から真北１６１度１１分３５秒２２．５１メートル

の地点

３点は、２点から真北７１度０９分５６秒１４．４７メートルの

地点

４点は、３点から真北３４１度４０分３９秒２．１０メートルの

地点

５点は、４点から真北７０度４７分３６秒１４．３９メートルの

地点

６点は、５点から真北１６０度４５分３３秒２．０９メートルの

地点

７点は、６点から真北７０度４５分４９秒１８．７６メートルの

地点

８点は、７点から真北３４２度３３分４１秒１６．１３メートル

の地点

� 面積

９１６．９８平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成５年１月２８日 愛媛県指令４河第９２９号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年２月１０日

�������
�愛媛県告示第２６６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、松山市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

松山市

愛 媛 県 報平成１６年２月１０日 第１５３１号
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松山市二番町四丁目７番地２

代表者 市長 中村時広

松山市岩崎町一丁目７番地７

２ 埋立区域

� 位置

松山市泊町１４５６番地先から同町１４５９番地先までの公有

水面

� 区域

次の１点から２３点までを順次直線で結んだ線並びに２３

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ＋３．

５６メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれ

た区域

基点（釣島二等三角点）は、北緯３３度５３分２６．００４２秒

、東経１３２度３８分３２．７６２６秒の地点

１点は、基点から真北３２３度５０分２２秒５２５．８５メートル

の地点

２点は、１点から真北４０度２９分５７秒３０．６０メートルの

地点

３点は、２点から真北１３０度１６分５２秒１３．６８メートル

の地点

４点は、３点から真北２１８度２９分４７秒０．９９メートルの

地点

５点は、４点から真北１３０度３２分２７秒３．６０メートルの

地点

６点は、５点から真北４０度５２分０６秒１．００メートルの地

点

７点は、６点から真北１３０度３７分２６秒６．０２メートルの

地点

８点は、７点から真北２１８度３５分４４秒０．９８メートルの

地点

９点は、８点から真北１３０度２７分２４秒３．６１メートルの

地点

１０点は、９点から真北４１度３８分３５秒１．００メートルの地

点

１１点は、１０点から真北１３０度５７分２６秒６．０１メートルの

地点

１２点は、１１点から真北２１８度４８分１３秒１．００メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１３０度５５分３２秒３．６０メートルの

地点

１４点は、１３点から真北４２度３５分３９秒１．０１メートルの地

点

１５点は、１４点から真北１３０度５２分５６秒６．００メートルの

地点

１６点は、１５点から真北２１９度２３分１６秒０．９８メートルの

地点

１７点は、１６点から真北１３０度３３分１７秒３．５９メートルの

地点

１８点は、１７点から真北４２度３２分５６秒１．０１メートルの地

点

１９点は、１８点から真北１３０度３３分２０秒６．００メートルの

地点

２０点は、１９点から真北２１９度４１分１４秒０．９９メートルの

地点

２１点は、２０点から真北１３０度３３分５４秒３．６０メートルの

地点

２２点は、２１点から真北４２度０２分４８秒１．００メートルの地

点

２３点は、２２点から真北１３０度３１分２８秒１０．４５メートル

の地点

� 面積

１，８２２．２５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成７年７月１３日 愛媛県指令河第３７８号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年２月１０日

�������
�愛媛県告示第２６７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第２項の規定

による都市計画事業の施行について、次のとおり公告する。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画事業の種類及び名称

松山広域都市計画道路事業

３・２・３来住余戸線

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

松山市古川南三丁目及び古川西三丁目地内

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第２６８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年２月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予三島市中曽根町字寒柿１２０６番１、１２０６番２、１２０６番

４、１２０６番１０、１２０７番３、１３５０番２、１３５０番４及び１３５０番

５並びに１２０６番２他地先農道、１２６０番３の一部及び１２０７番

２の一部

２ 申請人の住所氏名

伊予三島市中央３丁目１４番１１号

有限会社トラヤ第一不動産

代表取締役 合田 義久

３ 図面省略

平成１６年２月１０日 印刷
平成１６年２月１０日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１３２

愛 媛 県 報平成１６年２月１０日 第１５３１号


